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利根町教育委員会定例会会議録 

──────────────────── 

令和 4年 9月 26日  午後 3時 00分開会 

──────────────────── 

1．出 席 委 員 

教 育 長   海老澤   勤 君 

教育長職務代理者   佐 藤 忠 信 君 

委 員   石 井   豊 君 

           委 員   長 岡 純 子 君 

委 員   巻 島   久 君 

 

 

1．欠 席 委 員 

                     な        し 

 

1．出席事務局職員 

学校教育課長   中 村 寛 之 君 

指 導 課 長   丹   晴 幸 君 

生涯学習課長   桜 井 保 夫 君 

学校教育課長補佐   久 野 俊 秀 君 

学校教育課主任   眞 仲 幸 穂 君 

 

1．議 事 日 程 

────────────────────────── 

議  事  日  程 

                          令和 4年 9月 26日（月曜日） 

                          午後 3時 00分開会 

日程第 1  報告第 25号 教職員の休暇等の専決処分について 

      報告第 26号 教育委員会職員人事異動の内示について 

日程第 2  議案第 44号 利根町生涯学習施設管理規則の一部を改正する規則について 

日程第 3 その他 

 

1．本日の会議に付した事件 

日程第 1  報告第 25号 教職員の休暇等の専決処分について 

      報告第 26号 教育委員会職員人事異動の内示について 

日程第 2  議案第 44号 利根町生涯学習施設管理規則の一部を改正する規則について 
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日程第 3 その他 

────────────────────────── 

午後 3時 00分開会 

○教育長（海老澤 勤君） こんにちは。お忙しい中お集まりいただきまして，ありがとう

ございます。 

 ただいまより，令和 4年 9月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 今日ご審議いただく議案は，専決処分を含む報告 2件，議案 1件でございます。 

 議題に入ります前に，報告第 25号 教職員の休暇等の専決処分について及び報告第 26号 

教育委員会職員人事異動の内示についてにつきましては，人事に関する案件のため，地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第 7項のただし書きに基づき，非公開にしたい

と思いますが，いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（海老澤 勤君） ただいまご承認いただきましたので，報告第 25号及び報告第

26号は非公開といたします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 日程第 1，報告第 25 号 教職員の休暇等の専決処分について

を議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

 

〔「非公開」により省略〕 

 

○教育長（海老澤 勤君） それでは，報告第 25号 教職員の休暇等の専決処分について

につきましては，原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 続いて，報告第 26号 教育委員会職員人事異動の内示につい

てを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

 

〔「非公開」により省略〕 

 

○教育長（海老澤 勤君） 報告第 26号 教育委員会職員人事異動の内示についてにつき

ましては，原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 続きまして，日程第 2，議案第 44 号 利根町生涯学習施設管

理規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 
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○生涯学習課長（桜井保夫君） それでは，議案第 44号 利根町生涯学習施設管理規則の

一部を改正する規則についてご説明いたします。 

 こちらは，生涯学習施設に設置の印刷機について，使用内容を改めたいので提案するもの

でございます。 

 参考資料の新旧対照表により説明しますので，ご覧ください。 

 利根町生涯学習施設管理規則改正案。使用対象者，第 15条第 1項，生涯学習施設（布川

地区コミュニティセンターを除く）に設置する印刷機は，使用申出に応じ使用させることが

できる。 

 第 2項，印刷機を使用することができる者は，次の各号に掲げる者とする。第 1号，生涯

学習を目的に活動する団体または個人。第 2号，町内の自治会及び町内会またはそれに準ず

る団体。第 3号，その他教育長が必要と認める団体。 

 第 3項，前項の規定にかかわらず，印刷の内容が公共的な活動及び生涯学習活動に関わる

もの以外の者である場合は，印刷機を使用することができない。 

 第 4項，印刷機を使用する際の用紙は使用する者が用意するものとする。 

 附則といたしまして，この規則は公布の日から施行する。 

 説明は以上でございます。 

○教育長（海老澤 勤君） 説明が終わりました。 

 ご意見，ご質問などございますか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（海老澤 勤君） ないようですので，議案第 44号 利根町生涯学習施設管理規

則の一部を改正する規則についてにつきましては，原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） 日程第 3 その他でございますが，何かございますか。 

○教育長（海老澤 勤君） 長岡委員。 

○委員（長岡純子君） 今の小学校のコロナ感染状況については，どんな感じですか。 

○教育長（海老澤 勤君） 丹指導課長。 

○指導課長（丹 晴幸君） 今，心配されているのは数名になっていて，学級閉鎖等が心配

されるクラスはございません。 

○委員（長岡純子君） ありがとうございます。 

○教育長（海老澤 勤君） 必ずしも，複数の感染者が出たからというのではなくて，そこ

から感染が広がる状況が見られる場合には，学級閉鎖，学年閉鎖，学校閉鎖にするというよ

うに考えています。 

○委員（長岡純子君） 何名出たから閉鎖ということではないのですか。 

○教育長（海老澤 勤君） インフルエンザは，2割を基準として学級閉鎖ということを考

えていますので，それに似た考え方で進めております。 
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○委員（長岡純子君） 分かりました。 

○教育長（海老澤 勤君） そのほかいかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

────────────────────────── 

○教育長（海老澤 勤君） ないようでしたら，これで令和 4年 9月の教育委員会を閉会と

いたします。ありがとうございました。 

午後 3時 15分閉会 

 

 

 

 


